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と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一生活主体の側から一

　社会福祉の歴史において長らく使用されて来た用語に「保護」があ

る。現在でも生活保護などに代表されて使われている。社会福祉の「対

象」の自立が個人では不可能であリ、おぼつかないから、手を貸すと

いう考えである。

　今日では、従来、社会福祉の客体であった「対象」は、主体に転換

して、生活主体・権利主体となっている。にもかかわらず、児童の分

野においては、子どもは保護されるべき存在であリ、その権利の一部

は親権者などに委ねているとされる。法律的にはそのような一面をも

っているのは事実である。

　しかし、そのことが子どもの「ために」良かれと思って、大人の側

が判断してあげるという姿勢になリ過ぎていることが、多々あるとい

えよう。「まだ良く判らないのだから、大人に任せておきなさい」とい

う態度の裏に、子どものことは良く理解しているという「慢心」が社

会・大人・社会福祉の実践者の側に潜んでいるように思われる。

　果たしてそうであろうか。子どもには、大人に理解しにくい子ども

なりの主張があリ、欲求があリ、視点がある。そこには「子どもの眼・

子どもの声」がある。本号では、これをテーマとした。それは大人の

側の自己抑制でもある。

　国連の子どもの権利条約のなかには、年齢や成熟度に従って、児童

自らが権利行使の実践主体になリ得るという、児童観の積極的な転換

が随所に見られる。

　社会福祉における自己決定・自己選択・自己管理が、当然のことな

がら、児童にも及んている。　　　　　　　編集委員長・秋山智久



児童福祉における
当事者参加その原理を・・めて

特 集

子どもの眼・子どもの声

　　児童福祉施設から

　　　　　　はせがわしげお
鯨繊園長長谷川重夫

　　　　　　　　　　1．

　1989年11月20日に国連総会で採択された「子どもの

権利に関する条約Convention　on　the　Rigths　of　the

Child」は、世界児童福祉史上画期的内容をもつもの

である。わけても、同条約第12条で児童の意見表明

権を規定している意義は大きい。すなわち、「第12条

1　締約国は、自己の意見を持つ能力のある児童に

は、その児童に影響を与える問題のすべてに関して

自己の意見を自由に表明する権利を保障しなければ

ならない。児童の意見には、その児童の年齢および

成熟度に応ヒてそれにふさわしい考慮が払われるも

のとする。　2　前項のB的のため、児童は、特に

自己に影響を及ほすあらゆる司法上の手続において、

国内法の手続規定に合致する方法により、直接若し

くは代理人または適当な者を通じて意見を述べる機

会が与えられなければならない。」（ユニセフ仮訳）

との規定は、児童を災害時を含めて優先保護の対象

とした「ジュネーブ宣言」（1924年）、児童を権利の

主体者として頭った「国連・児童の権利に関する宣

言」（1959年）を超えて、意見表明権を認めることに

よって、児童を権利行使の主体者として位置づけて

いる。この権利行使の主体者としての位置づけは、

同条約第13条かち第16条までの「表現の自由」、「思想、

良心および宗教の自由」、「結社および平和的集会の

自由」ならびに「プライバシー、家族、住暦または

通信、名誉および信用への不法な干渉の排除」とも

関連して、さらに明白となる。

　同条約採択以前の国連・人権委員会の作業委員会

における審議過程において、わが国の児童問題関係

者に同条約原案がユニセフを通じて提示されたとき

に、意見表明権が明文化されていることに少なから

ず驚きを覚えた人も少なくなかったはずである。筆

者もそのひとりであったことを告白せざるを得ない。

　しかし、思いめぐらせば、米国における「子ども

のための白亜館会議」では、半世紀前の1940年に開

催の第4回会議において、すでにかなり多くの若者

たちがオプザーパーとして、また参考意見発表者と

　　　　　　　　　　　　　　　　l）
しての役割を果たしていた、との報告もある。比較

的近年では、別掲の津崎助教授の論説にもある通り、

1975年に英国では「養護児童による養護問題検討会」

が企画され、社会的養護を受けた児童たちの要望を

積極的に受け止める組織活動が発足している。これ

らの事実を想起するだけでも、納得がいくことであ

ると共に、改めて海外の先進工二業国における民主主
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義の発達度を示す人間尊重、弱者尊重に、彼我の格

差を感じせしめられたことである。もちろん、わが

国の児童福祉施策のすべてが遅れをとっているとは

いわない。けれども、戦後のわが国における児童観

の基底を成文化している児童憲章は、その総則と各

論で、子どもの人間尊重についてキメ細かく講いあ

げているものの、各条文のすべてが「……られる。」

で終わっている。つまり、児童が主体ではなく、受

け身としての客体でとらえられているところに、児

童の権利についての基本認識に差異がみられるわけ

である。戦後の復興がようやく緒についた1951年に

児童憲章を制定した、当時の児童問題に関係した先

達の情熱と識見は十二分な評価に値しよう。（本年は、

児童憲章制定満40周年の記念すべき年を迎えている

が、それを記念する行事や運動すらも起こっていな

いことを憂えるひとりであるが……。）

　しかし、敢えて言えば、わが国児童福祉の原点と

されている現行児童憲章のもつ、前述の後進性を見

据えるところから児童観の見直しを行わなければ、

意見表明権をはじめ、児童の市民的自由権について

の理解は、かなりのむずかしさをもつのではあるま

いか。しかも、権利条約は、わが国よりも経済的に

はもちろん、文化的水準もはるかに遅れているとみ

なされ．ている第三世界の発展途上国も視座に入れて

制定されたものであり、すでに96ヵ国が批准してい

る（1991年9月9日現在）が、その大半が発展途上国で

あることを思うとき、改めてわが国の伝統文化も深

く影響したわれわれ日本人の児童観を、基本的に考

え直す必要を感じざるを得ない。けれども、一方、

権利条約が特に意見表明権を認めていることは、子

世界の児童と母性

どもの大人に対する下剋上を勧めているのではない

　　　　　　　　t2レ
か一との否定的論説もある。また、子どもの福祉、

教育、保健、司法等にかかわる関係者の間でも、意

見表明権を含めた、同条約についての研究活動や批

准促進運動が高揚していないことも事実である。

　しかし、意見表明権は各国の有識者の英知によっ

て発想されたものであリ、国連の場においてグロー

バルな視点かち承認された、児童の人権確認の基本

的視座を形成するものといってよいのであって、世

界史の流れからの必然である。わが国の児童福祉関

係者は、いまこそ、この認識に立って、意見表明権

の具現化に努力すべきではないだろうか。その具現

化のための大きな課題のひとつが「児童福祉活動に

おける児童の参加」といってよいであろう。

　　　　　　　　　　2．

　さて、「児童福祉活動における児童の参加」を推進

するための原理を考えてみたい。

　その第1は、児童理解にあたっての謙虚さの必要

である。われわれ大人が児童を私物視することは論

外としても、われわれ大人自身の浅い人生経験や貧

しい知識から一方的な児童理解を行っていることが

いかに多いことか一。

　サン・テグジュペリの「星の王子さま」やミヒャ

エル・エンデの『モモ」に描かれている児童理解に

ついての認識は、このことを痛烈に指摘し、われわ

れ大人一般の児童観を揺さぶって止まない。また、

A．シュバイツァーは「人間の魂は深くべ一ルに包

まれている。たとえ親と子であっても、親が子に「お

前のことは、すっかりわかっている』といっことは
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許されない。例えば、提灯をもって暗い夜道を行く

二人の道連れのように、ときどき提灯のあかりで相

手の顔が灰かに見えるが、すぐまた見えなくなる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　l3ト
人と人との間柄はこれに似ている。」と述べている。

人間性の神秘、生命の尊厳を力説した偉大な学者に

して、医療福祉の実践家であったシュバイツァーの

この言葉は．日々施設現場で子どもや保護者等に接

している筆者に、児童理解・人間理解について、常

により深い洞察力と謙虚さを求めて止まない警告で

ある。とかく経験が深まるにつれて、自己絶対化に

陥1）やすいからである。

　幼児や知恵遅れの子どもたちの感覚能力、感受性

の豊かさに一驚させられ．ることがある。これらの子

どもたちは事柄を抽象化したリ、また論理的に説明

することに未熟なだけなのである。去る8月20日よ

り5日間、京都市で世界初の「地球子ども会議」が

開催され、世界62力国よ，）360人の児童代表が参加し

たが、同会議におけるミドル・ティーンを中心とし

た児童の発言内容の水準の高さに、改めて子どもの

可能性を感じさせられたことであった。子どもとは、

どのような心身発達上のハンディキャップを抱えて

いるとしても、常に向上への意欲を本来的に、顕在

的かつ潜在的にもっている存在なのである。問題は、

周辺の大人をはじめ、環境がその意欲を育むか抑圧

しているかである。「三尺下がって童子を拝す」「背

負うた子に教えられる」との古語に象徴されるよう

に、わが国でも優れた児童観はあったのである。し

かし、現代の管理杜会化の波は、児童理解への謙虚

さを押し流し、偏差値主義の枠のなかに児童を追い

4

込める状況をますます強めているといってよいであ

ろう。

　　　　　　　　　　3．

　第2の原則は、児童一人ひとりのニーズ（needs）

へのより深い理解が必要なことである。言うまでも

なく、「児童福祉活動への児童の参加」は、参加が目

的なのではない。参加することによって、固有のニ

ー ズをもつ一人ひとりの子どもたちおよびグループ

の子どもたちのニーズがより的確に把握されるから

であり、参加は手段であるといえよう。ここで“一

人ひとり”を強調する理由は、わが国の児童福祉サ

ー ビス総体にみられる特徴として、集団的画一主義

が散見されるからである。欧米等の先進国に比して、

わが国社会一般での個の尊重は決して高水準にある

とはいえず、その事例は企業、学校等で随所にみら

れるし、児童福祉施設においても例外ではない。特

に、入所施設に在所している児童の場合の措置理由、

家族的背景はもとより、心身発達面の特質は極めて

多様である。それだけに、多様な処遇が考えちれて

よいであろう。個の尊重とは個性の尊重であり、そ

こでは例えば、施設児童の場合でも、地域のクラブ

活動やお稽古ごと等について、多様な選択肢が与え

られるべきであろう。家族関係調整にしても、それ

ぞれの家族事情に合わせて、面会、外泊等のプログ

ラムが画一的でなく、それぞれの固有の状況に合わ

せて弾力的に実施されるべきであろう。

　また、入所児童の場合に、思春期を迎えても、自

らの入所理由が不明のままに推移している事例に接



することがある。．こうした状況から、自己存在感が

不確立で、自主性に乏しい人格が形成されやすいの

であって、能力を潜在化したまま人生を終わってし

まう結果も起リかねないのである。医療サービス等

での診療や投薬内容の説明が数年来ようやく認識さ

れ始めたが、自分自身に関することを適正に知るデ

ュー・プロセス（DEU　PROCES）の権利の尊重は、

わが国一般のデュー・プロセヌ．軽視の歴史的経過と

も考え合せ、積極的に取り組むべき課題である。

　要は、児童にとっては、自分のニーズが正しく把

握され、また把握されるように努力している過程が

あると理解されるときに、真に積極的な参加意欲を

もつものとなるのである。そこに生れる大人との信

頼関係・交流関係の向上によって、児童参加の内容

が一層の充実をみせることになろう。

　　　　　　　　　　4．

　第3の原理は、児童に発言の場を多く提供すると

共に、発言内容を尊重することである。

　冒頭記載のように、権利条約第12条は「自己の意

見をもつ能力のある児童」というように、まず能力

について条件を付しているし、また、その意見は年

齢および成熟度に応じて」との条件も加えられてい

る。この条件を杓子定規に、あるいは大人の側の都

合本意に考えれば、意見表明権の保障はかなり薄弱

なものになる恐れがある。このことを防止する意味

も含めて、第12条2項の「代理入または適当な者（全

社協訳並びに国際教育法学会訳では、適当な団体）」

が設定されることとなっているが、ここで最も肝要

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

なのは、仮に児童と大人の意見が一致をみないこと

があったとしても、児童に意見を存分に表明する機

会が与えられたこと、および児童は心身ともに成長

し続ける存在であることから、このことに対して大

人が柔軟に対応すべきことである。要は、児童の意

　　　　　　　　り　　　．　　　も　　　．

見表明を誠実に聴く大人の態度が、意見表明をする

児童の意思を左右することを認識しておきたい。

　また、児童の意見表明から、当該児童の思考水準

や思考範囲が判断できると共に、児童の発想の清新

さや奇抜なおもしろさに思わず嘆声をあげることも

あり得よう。特に、思春期以降の児童の場合には、

発言内容に責任を感ずれば感ずる程、慎重さを増し

てくることが多く、かえって大人の側から冒険心や

刺激を与える必要を感じせしめられた経験をもつ施

設関係者も少なくないであろう。

　すなわち意見表明権とは、自己決定権に直結する

ものであり、それは自立への大きなステップを踏む

重要な段階を創出するものである。

　第4の原理は、行動する機会を積極的に提供する

ことであり、このことについては多言を要さないで

あろう。大人から見て、たとえそれが不成功に終わ

ることがわかっていても、意見表明権を尊重してト

ライさせる度量も求められてこよう。もちろん生命

の危険、大きな経済的損失、他者への心理的加害等

が明らかな場合には、当然大人の指導の介入も必要

となろう。ここで肝要なことは、企画、実践、評価

　（plan　do　see）の過程に児童が参加し、主体的責任

を担うことであり、特に10代に入れば、児童たちは

予想以上に力を発揮するものであることを確認し、
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期待したし㌔

　第5の原理は、社会貢献プログラムの重要性を認

識し、それに参加する機会を提供することである。

権利条約の内容は、児童の最善の利益を第一義的に

図る（第3条）として、グローバルな視点から児童

の発達保障について詳細かつ明快に規定している。

しかし、敢えて言えぱ、児童自身に社会貢献の歓び

を感知させ、それを奨励する視点があってもよかっ

たのではないかと筆者は考える。世界人権宣言28条

がそれを強調したごとく、また人権の歴史上画期的

な意義をもつフランス革命が自由、平等と共に、博

愛を革命の基本目的にしたごとくに。特に、現代日

本の児童に身近な友達、高齢者をはじめ、近隣地域

住民にはじまって、いまも1日4万人の児童が徒死

している第三世界の人々に至るまで、社会貢献の領

域は広く、その方法を教示することは、極めて重要

かつ差し迫った課題といえるのではないか。筆者の

乏しい経験ではあるが、施設児童がボランティアサ

ー ビスの受け手としてのみでなく、担い手としての

機能を果たすときに、児童自身の自己充実感は広が

り、それは社会貢献と共に、結果として自己貢献と

もなっているのである。児童の参加が、児童自身の

主体性の確立と自立能力の酒養に大きく役立つこと

に加えて、社会貢献も参加の目的にとらえられると

きに、参加の意義は真の価値を生み出すもの．になる

のではないだろうか。

　　　　　　　　　5◆

以上、児童福祉における当事者としての児童の参

6

加について、その不十分さを十二分に承知しっっ触

れてきたe本来ならば、ここでいまひとりの当事者

としての保護者の参加について述べるべきであるが、

ここではその必要性を強調するのみにとどめ、割愛

させていただきたい。

　ここで最後に強調したいのは、われわれ児童福祉

関係者の意識の変革である。筆者は本稿で、児童憲

章の見直しという不遜な提言を行ったが、日本の児

童福祉の現状は、「子どもの人権」を座標軸に据えると

きに多くの後進性が眼に入る。しかも、超高齢社会

の到来に備えて、高齢者福祉への予算投資は大きく

前進するものの、児童福祉施策の進展には未だ見る

べきものがないに等しい、といわざるを得ない。特

に、児童福祉施設の場合、最低基準（省令）が占め

る比重は大きいが、本基準も基本は戦後期のままで

あり、改訂すべき課題は極めて多くある。この制度

面の改革と共に、また改革を促進させるためにも、

当事者としての児童の参加を拡大していくことは、

日本の児童福祉の前進のためには不可欠の命題であ

る。そのために、いま切実に求められていることは、

子どもの人権についての理念を明確に把握し、子ど

もとの共感能力を高めると共に、英知をもって子ど

もの参加と自立を援助できる専門性の高い職貝の増

加である。このことが、制度改革を実現する大きな

要因ともなることを確信する。

＊注

（1［第7回児童福祉白亜館会諌報告書（抜幹｝

　大谷嘉朗監修瑠際社会橿祉協鎮会日本国委員会刊の2頁．

（21雑誌r諸君オ1990年12fi号文芸春秋社刊所載の高僑史朗明星大学教授

　の昔文．

（3）「基督教児童福祉1復刊第3号、野材実日本シュバイ・ソァー協会会

　畏の醗浪記録、日本キリスト教児童福祉連盟刊の9頁、
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養護児童自身による

養護児童権利憲章麺

特 集

子どもの眼・子どもの声

　　児童福祉施設から

　　　　　　　　　　　　　つ　　ざき　てつ　　お

佛教大学社会融酬助搬津崎哲雄

　1．養護児童権利憲章とは

　施設で生活したり、里親に委託されている児童の

権利を擁護する一手段として、権利憲章が英国におい

て養護児童自身によって初めて作成されたのは、1975

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ1）
年の「養護児童自身による養護問題検討会」におい

てであった。その際には、「私たちが変革したいこと」

10項目と併せて、7箇条の憲章が作成されている。そ

の後「養護児童自身による養護問題検討会」を継承

して、全国組織となった全国養護児童協会（National

Association　ofrYoung　People　in（≧are，通称NAYPIC）

が、1985年に100箇条の権利憲章を作成し、全国養

護児童協会の活動の中核理念と位置づけられて今日

に至っている。ところで、英国では養護児童権利憲

章（Charter　ef　Nghts　for　Children－or　Young　People・

in（）are）が、筆者の知る限り5種類存在しているが、

養護児童自身の手によって作成されたものは、この

100箇条の権利憲章のみである。他種の権利憲章との

関連および憲章の内容に立ち入るに先立ち、全国養

護児童協会について若干説明しておこう。

2．全国養護児童協会（NAYPtc）とは

全国養護児童協会は、1979年に結成された児童養

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ2ヅ
護サービス利用者の全国的な当事者組織である。19

75年の「養護児童自身による養護問題検討会」を発

展的に継承したユニークな組織であり、その存在は

老人福祉における「エイジ・コンサーン」に匹敵し

ている。全国各地に存在する「養護児童の声」・Who

Cares～・活動グループ（現在全英で約20ク’lv一プ存在）

の統括組織である。各グループ加入資格は、通常13

歳以上の養護児童（施設、里親）、あるいは養護を受

けたことがある児童および協会員が承認した大人で

ある。「養護児童の声」活動グループは、養護児童が

自分たちの受けているサービスの評価を行い、その

改善を求める一種のフt一ラムである。養護児童の

意見表明権を行使する組織とも言える。こうした各

地の「養護児童の声」活動グループを統括する全国

養護児童協会に、英国保健省は毎年約4万ポンド

（約1千万円）資金援助しており、地方自治体社会福

祉部長協会も諸側面から支援している。それで、専

任職貝（養護経験者）を雇用し、協会事務所を2ヵ所

構えることができている。同協会と連携して、この

種の活動の推進・宣伝を行う季刊雑誌「養護児童の

声マガジン」も全国児童研究所（NCB）が定期刊行し

て、全国の養護児童に配布されている（1万部）。
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　この協会の存在とその意見表明は、サービス利用

者の側の養護施策・実務に対する、本質的かつ核心

をついた批判・提言・要望を施策策定者・実務従事

者に提供しており、．今日では英国児童養護施策・実

務の改善に不可欠なものとして、社会的に認知され

ている。さらにサービス利用者の声という機能の枠

をはるかに越えて、養護児童の権利を擁護するさま

ざまな社会制度・活動を生み出す契機となると同時

に、以下に紹介するような養護児童権利擁護運動の

申核に位置する活動・組織としての役割を果たして

いる。

　3．養護児童権利擁護運動と養護児童権利憲章

　図1は、「養護児童による養護問題検討会」に端を

発した近年の英国における養護児童権利擁護運動の

概念図である。養護児童および家族の声を施策・実

務に反映させるという目標を実現するために、当事

者組織、地方自治体社会福祉部、民間の権利擁護機

関がそれぞれに創意工夫して、権利擁護制度・活動
　　　　　　　c3）
を推進している。そうした運動の指針となる基本理

図1英国における養護児童権利擁護運動の概念図

高齢児童処遇

　　　　　　　　（養護児童権利憲章）

　　　　　　　L●全国養護児童協会

　　　　●英国ソーシャルワーカー協会

●ロンドン・パラ児童養護管区計画委貝会

　　　　　●レスタシャー社会福祉部

　　　●英国養子縁組里親養護機関協会

養蹟児童による

養陸問題検討会

（養護児童の声活動｝

〔全国養護児童協会｝

（「養日児童の声マガジン」）

「ベアレンツ・エイドJ

灘⑰一艦講劉

自立援助

施策不傭

養護児童（家族）の声を

施策・実務に反映させる

地方自治体

社会福祉部

（養陸児童カイドブック刊行）

（不服申立手続）

（養護児童ス，K一クスマン制度）

（養護児童権利擁護主事雇用）

国家・地方レベルの

輿査委貝会へ意見

社会福祉部長・福祉

職員への改善要望

養護児童権利擁鍾を

行う外部の民間機関

「養薩児童のための声」

「児童権利保障」

「児童法律援助センター」

「家族権利グループ」

「ファースト・キイ」
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念が養護児童権利憲章として作成されている。すな

わち、実務従事者（ソーシャルワーカー）は児童養護

サービスを実施するに際し、クライエントの権利擁

護を規定する権利憲章に従って専門職実務を遂行す

るのであり（英国ソーシャルワーカー協会の養護児童

権利憲章）、施策策定者はサービス施策策定に際し、

自ら定めた養護児童権利憲章を基盤にし（ロンドン・

パラ児童養護管区計画委員会）、地方自治体社会福祉

部は独自の権利憲章に基づいて固有の施策・実務を

実施する（レスタシャー社会福祉部）。民間の児童養

護機関も同様に、クライエントのために権利憲章を

定めて、養子縁組・里親養護を実施する（英国養子縁

組里親養護機関協会）。こうしたサービスを提供する

側が作成した権利憲章のように、大まかに基本理念

を規定するだけではなく、養護をめぐる具体的な諸

事項に関して権利保障を要請しているのが、全国養

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4シ
護児童協会の「養護児童権利憲章百箇条」である。

これは1985年に作成され、同協会の活動の中核的指

針となっている。従って、わが国の児童憲章のよっ

なものではなく、もっと現実に即した、擁護される

べき諸権利を利用者の視点から規定したものである。

以下にその権利憲章の骨子を紹介する。

　4，NAYPICの養護児童権利憲章の概要

　次のような諸事項に関して、「すべての養護児童は

権利を有する」と細かく規定されている。ケース記

録（簿）（1－12条）、規則・懲罰・体罰（13－25条）、個人

の尊厳・プライバシーと個人の自由（26－55条）、的確

な養護（56－67条）、家庭iと家族〔68－73条）、ケース再

検討とケース会議（74－83条）、養護終了時期〔leaVing

care）とアフタ・ケア（84－100条）。枚数の関係で全

条に言及することはできないが、各事項のっち、わ

が国の情況にも関わるものについて簡潔にふれてお

く。

　ケース記録に関しては、ケース記録の存在を知り、

その目的について説明を受ける権利（1条）、ケース

記録に記載された情報を読む権利（2条）、自分のケ

ー
ス記録は誰が読んでよいか規制する権利（4条｝、

記載された情報が誤っているかチェックし、当該情

報の当否を正し、変更する権利（6条）、簡潔で要点

を押さえたケース記録を書いてもらう権利（8条）、

養護を終え（去）る時自分のケース記録を持ち去って

いく権利（12条）などが規定されている。

　規則・懲罰・体罰に関しては、暴力あるいは人間

を旺めるようなその他の懲罰を受けない権利（13条）、

部屋に閉じこめちれない権利（16条）、十分な説明を

記載する小冊子を提供されることによって、養護生

活に関する情報を受ける権利（18条）、施設運営の在

り方に意見を言う権利（19条）、懲罰手段として親許

への帰省や小遣いを禁止したり、就寝時間を早めた

りされない権利（20条）、不服申立手続きを通して不

服を申し立て、訴えることができる権利（24条）など

が規定されている。

　個人の尊厳・プライバシー・個人の自由に関しては、

プライバシーを守られる権利（26条）、多人数同居で

はなく、自分固有の十分な空間を持つ権利（27条）、

他の児童青少年と全く1司様、青少年クラブやその他

のコミュニティの諸集団に所属する権利（33条）、宗

教を信仰すること、教会に行くこと、テレビの宗教

番組をみること、食前の感謝をすることを強制され

9



ない権利（36条）、必要時には私的に手紙を書いたり、

電話をかける権利、加えて、手紙の差し押さえや電

話傍受をされない権利（39条）、不必要に自分のこと

を他の人々に語り伝えられない権利（4ユ条）、自分を

里親委託・養子縁組するために広告・宣伝が使われ

ているか教えられる権利、それに反対する権利、さ

らに許可する際にも広告・宣伝内容の決定に参加す

る権利（42条）、全国養護児童協会（NAYPIC）に所属

する権利（43条）、担当ソーシャルワーカーを変更さ

せる権利（46条）、養護に関する事柄で養護児童が同

意できないものは変更する権利、加えて、新たな諸

施策が決められる際には相談を受ける権利（54条）、

必要以上に長く養護措置され続けない権利（55条）な

どが規定されている。

　的確な養護に関しては、温かく安全な生活を送る

権利（56条）、誕生日・クリスマス・休暇旅行のため

の手当をもらう権利（59条）、愛する権利と共に愛さ

れることを期待する権利（63条）、大学に進んだり、

十分な職業の機会を提供される権利を含めて、教育・

訓練を十分に受ける権利（64条）などが規定されてい

る。

　家庭と家族に関しては、自分の家庭からできるだ

け近くに養護措置される権利（69条）、好きな時に両

親や他の家族に会う権利、あるいは会いたくない時

に拒絶する権利（70条）、兄弟姉妹も養護を受けてい

る場合、彼らと一緒に養護措置される権利（72条）、可

能であれば家庭から通っていたのと同じ学校にとど

まる権利、学校をあちこち移らされない権利（73条）

などが規定されている。

　ケース再検討とケース会議に関しては、自分につ

いてのケース再検討会やケース会議に最初から最後

まで出席する権利｛74条）、ケース再検討会でのいか

なる決定に対しても上訴する権利（79条）などが規定

されている。

　養護終了時前後（リーピング・ケア）とアフタケア

に関しては、養護にあって過保護にされず、できる

限リ速やかに養護を終え（去）る時のために適切な準

備を整えておく権利（84条）、養護を終え（去）る時的

確な援助を受ける権利（85条）、一旦養護を離れても

他の援助や支援を受ける権利（87条）、養護施設や里

親家庭を去らねばならなくなった場合、適切な住居

が提供されるのを期待する権利（88条）、後続・高等教

育に進むための経済的援助・支援を受ける権利（89条）、

出生証明、医療受診券、学業成績簿などを自分で所

持する権利（91条）、養護を終え（去っ）たら誰から援

助を受けられるか知る権利（92条）、養護を終え（去っ）

たら何歳かになるまで引き続き支援を受ける権利（94

条）、自分の出自をたどるに際し、社会福祉部や他の

諸機関から十分な援助を受ける権利（95条）、過去に

自分の養護を担当してくれた人物のすべてに最大限

接触する権利（96条）、児童の年齢（例えばユ8歳）を養

護を終えさ（去ら）せる理由として使わせない権利（97

条）、孤独を防止する杜交生活を築くに際し援助を受

ける権利（アフタケア集団等）（99条）、養護を終え

（去）る時期を選択する権利（100条）などが規定され

ている。

　わが国の児童養護実践水準あるいは文化意識から

は余リにもかけ離れており、次元の違う権利要求と

して理解せねばならぬものも少なからず規定されて

いる。例えば、ケース記録に自分の論評や意見を書
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き加える権利（5条）、自分に関するケース再検討会

で議長をつとめる権利（82条）、担当ソーシャルワー

カーを変更させる権利（46条）をはじめ、ゲイやレス

ビアンであること、あるいは両性に性的興味を持つ

ことを含めて、自分固有の性生活を選ぷ権利（31条｝

などがそうであろう。しかしながら、全般的に養護

児童のニーズ充足に不可欠な権利を規定していると

いえよっ。

　5．養護児童権利憲章（およびNAYP｜C）の影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　sコ
　16条は最近のピンダウン・スキャンダルとの関係

で特に重大である。施設児童を他児から孤立させて、

何の設備もない部屋に寝巻や下着のみ着用させて拘

束するピンダウン処遇は、事件調査報告により厳し

く批判された。このリーピー報告が刊行された際に、

誰よりもまず意見を求められたのが、全国養護児童

協会である。18条の養護に関する小冊子は、現在で

はほとんどの地方自治体社会福祉部が作成・配布し

ている。24条の不服申立制度は、いくつかの地方自

　　　　　　　　　　　　　は　
治体社会福祉部は実施してきたが、85条の養護を終

えた児童への援助義務と共に、新たな1989年児童法

において法制化されている。54条の児童が相談を受

ける権利で物議をかもしたのが、児童ホームの私企

業への売却問題である。全国養護児童協会の会員で

ある入所児童が、その決定に際して相談を受けなか

ったという理由で、当該地方自治体社会福祉部を裁

判所に訴えた。もっとも、この相談手続きは1980年

児童養護法に規定しているので、法律違反として訴

えたのであったが。

　以上の他にも、養護児童権利憲章および全国養護児
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童協会の影響は枚挙に暇がないカc、最も重要な貢献

は養護児童権利擁護主事職の導入であろう。レスタ

シャーおよびリーズでは、地方自治体レベルで実施

しているが、こうした養護児童の権利擁護を専らの

任務とする独立した児童権利擁護委員（Children‘s

Rights　Commissioner）を国の制度として設けるよっ、

　　　　　　　　　　こ7）
最近の重要な児童養護調査が結論として勧告してい

る。国連子どもの権利条約との絡みもあるかもしれ

ないが、養護児童権利憲章を地方自治体とその職員

が的確に遵守しているか、専ら監視する一種の児童

オンブズマン制度の実現として待望されている。

　このように養護児童権利憲章に支えられて、全国

養護児童協会は、英国児童養護施策、実践に非常な

影響力を行使している。保健省・地方自治体社会福

祉部・専門職団体・民間団体も、すでにこの全国養

護児童協会の意見を聴かずにはことを進められなく

なってきている。エイジ・コンサーンもそうである

が、こうしたクライエント（利用者・当事者）組織の

存在が当該サービスの改革・改善に多大に寄与して

いることは、英国をはじめ、多くの福祉先進国の特

徴であろう。

＊注

（！）：の検M会およびそtLが刊行した「養蹟児童の声1に腿しては、本誌

　19号〔鳩85年）の拙稿を参照．

（2）全国養窺児童協会については、拙訳「続・養頂児童の声」英国児童福

　祉研究会、19S2年、6一ユOページに詳しい．

（3｝英国の養護児童権利掩硬運動全綾については．拙稿「英国における児

　童養霞改革の視座1佛教大学研究紀要74号、1990年に詳しい．，

（4）1　AYPIC（19S5）Charter　of　Rights　for　Yeung　People　m（迦re．

〔5）Lev｝r　A．　and　tCahan　B，　C　IOOI｝The　Pindown　experierbce　and　血e

　prOteCbOn　ef　childreロ・the　Report　o｛　the　Staffordsliire　ChiSd　Care

　lnqmry　IDga，　StaffordSiliTe　ObuntY　Council

〔6）その一例として．グリニノジ社会福祉部の不服申立制度について拙稿

　「英国における児童養饅改革の硯座二で解説している。

｛71NeweU　P　and　Rosefihロum　M　‘19911Ta㎞g（加ldren　SeriovSly．

　GUIbenkiハFoundation
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右　　、 子どもの眼・子どもの声

一一
」児童福祉施設から

アジアの子どもの生活と福祉

〔出席者〕●韓国

　　　　　｛－　　パエ　クン

　　　　李培根
　　　　韓国児童福祉基金会
　　　　事務部長
　　　　　パク　　ヨン　　タク

　　　　朴容澤
　　　　（社）信望院（養護施設）

　　　　院長

●日本

こみ　やま　　みのる

込山　稔
暁星学園園長

●シンガポール

ウtン　　1－　ア－

黄素女我
NTUC（児童養護機関）
プログラム・コーディネーター

ウtン　チr－　ミン

黄楚敏
クレメンテ1・センター（児童福

祉機関）ソーシャルワーカー

〔司会〕

萩苗替茨
明治学院大学教授

これは、この7月、資生堂アジア交流研修に参加された健国、シンガポール、

台湾、そしてわが田の児童福祉にかかわる方々による座談会です。

●台湾

チやン　　チtオ　リン

張翅林
台湾世界展望会

会畏

り　　　　チン　チギン

李慶昌
台中養児院・光音乳児院

院長

秋山　今日は、アジア4力国の児童福祉に従事され

る方々で、子どものための福祉について将来展望を

語っていただきたいと思います。これまでも、子ど

もの立場からの福祉のニーズはわかっているとはい

うものの、実際に子どもの声を聞く機会は少なかっ

たと思います．ここでは、できるだけ子どもの眼か

ら見て、考えていきたい、まず、それぞれの国の子

どもの生活をお聞きしたいと思います。

フレッシャーのなかに生きる子ども

張　一般的には、親は子どもに愛情を注ぐものです

が、家族の規模が縮小するにつれて、その愛情の注

ぎ方も以前とは違ってきているのではないでしょう

か。さらに、シンガポールや韓国も同じでしょうが、

社会における競争が激しくなり、それについてい

けない子どももふえていると思います。このように、

親の愛情にはぐれ、激しい競争にもまれ、子どもた

ちはいつもフラストレーションを感じているのでは

ないでしょうか。

　アジア諸国で、いま子どもの自殺率が西欧諸国に

比べて高いということが問題になっていますが、こ

れは、子どもが彼らを取り巻く環境に満足していな

12



い結果だと思いますe

黄（楚）　子どもたちは、幸福でないとか、不満が

あるとは口には出しません、けれども、その行動で

不満を表していると思いますね。小さな子どもはそ

れほどでもありませんが、特に年齢が高くなるにした

がって、道草をしたり、学校の宿題をしなかったり…。

黄（素）　自分の子どものときを思い出してみると、

現在のような児童養護プログラムという制度はなか

ったと思いますし、いまのような、教育システムか

らくるプレッシャーはなく、かなり自由に自分のや

りたいことができましたね。きょうだいや友達と自

由に遊んでいましたよ。

　いまの子どもたちを取り巻く環境を見てみると、

かつて一戸建てだった家は高層ピルになってしまい、

遊ぷ場所や施設はなかなかありません。さちに、労

働力が不足しているため、政府が女性の労働力に期

待し、その社会進出を積極的に推進しているのも大

きな変化です。私が子どものころは、いつでも母親

がそばにいましたし、それを大変幸せだと思いまし

た。しかし、いまは母親が働いていて、子どもが母

親と接する時間は大変少なくなっています。このこ

とに、子どもはかなり不満をもっているのではない

かと思います。しかも、母親が仕事から帰ってきて

から一緒にいられるわずかな時間でさえ、くつろぎ

や親子交流の時間になっているわけではありません。

というのは、上の段階に上がれるかどうかの学力レ

ベルをチェックする試験が各段階ごとにあり、その

結果によって、その後のコースを振り分ける教育シ

ステムになっているからです。ですから、その試験

秋山智久氏

世界の児童と母性

■

に備え、学校の宿題や受験勉強を親子で一緒にする

のです。特に、学齢前の子どもには、読み書きを覚

えさせようと必死ですね、親は……。

秋山　私がソウルにいったときのことですが、朝の

6時半から、予備校生や高校生が勉強しているんで

す。びっくりしましたね。

朴　確かにそうですね。子どもは朝の6時に家を出

て、夜11時に帰ってくるという生活をしていますね。

大学の入学試験が大変むずかしくて、それが子ども

に大きな影響を与えていると思います。なぜそんな

に大学入学にこだわるのかと言いますと、韓国では

学歴による給料の差が大変大きいからなのです。日

本でも、大学受験は大変厳しいと聞いていますが……。

李（培）　いかに韓国の親たちが子どもの教育に熱

心かを示すいい例として、子ども同志の挨拶があり

ます。日本の小学生が友達の家にいったときなど、

「こんにちは」と挨拶をすると思いますが、韓国で

は「勉強しているかいj・…・・。

張これまでにみなさんがおっしゃったことは、学

歴社会が家庭生活、ひいては子どもの生活に影響を

及ぼしているということだと思います。そういう社

会では、競争心は生れるでしょうが、共同生活体と

13



張題林氏

しての精神は育たないのではないでしょうか。私は

別に西欧社会を良しとするわけでもなく、どの社会

にも短所と長所はあるでしょうが、西欧社会のほう

がより共同生活体としてのセンスは育ちやすいので

はないかと思うのです。

込山　私が中学校を卒業したのは昭和30年代初めで

すカξその学校の進学率は20％でした。いまでは中学

卒業生の95％が高校に進学しています。民間企業で

も、いい人材を得ようと、職業訓練校を企業内に設

けているところがありますが、そこに入るのもとて

もむずかしくなっています。ですから、子どもたち

は勉強に明け暮れていますね。私どもの施設の隣に

公園がありますが、そこには若い人は全然来ていま

せん。ほとんどお年寄り……。放課後は学習塾で、

いい学校に入るための勉強を詰め込まれる……。

　ところが、高校を中退する子どもが毎rp　4万人い

ると言われています。中途退学してしまうなら、職

業訓練もいいのではないでしょうか。私どもの施設

は職業訓練校の寮となっていて、彼らは、例えば自

動車の修理技術を学んだり、建築技術を学んだりし

ています。そういう技術の習得が達成感を得ること

にもつながると思いますが……。

張　私も、職業訓練に重きを置くことには賛成です

ね。もし、そういう人たちがきちんとした職業訓練

を受けたならば、給料の面でも、きっと大学卒業者

とそれほど違わないと思うのですが……。

どこの国にも少子化のカゲ

秋山　ところで、日本ではいま出生率の低下が非常

ll目1削lll111’tllllH服MtMll］ltUlt川111“TM　II旧ll制1川1111tlltltlt‘蜘1田lml蜘問Ill‘1川‘川11川lllerlllllll」lllrr即1）IUIItHl‘ltllllltl‘II川∫側“llrt川IIIIII’1川II川川‘IIHIil‘川II）1’11’tlllllMlllM剛llllUlllll｛1柳111111MMItlM［tlllUlil，ilMl即II｝“‘

台湾

　台湾本島および影湖列島の64島と

その他の15の島の合計79島から成

り、面積は36，000m（日本の九州よ

りやや狭い面積）、人ロは約2，000万

人である。中国本tの福建省や広東

省から移り住んでいた本島人、第二

次大戦後、蒋介石政権とともに中国

本土から移住した外省人、さらに、

非漢民族の先庄民族から成つている。

そのための微妙な問題も起こってい

る。

　台湾の社会を理解するひとつのカ

ギは、儒家の倫理思想と理念といえ

る。それが2000ff以上にわたって、

国の政治・経済・社会制度を支配し

てきたということ1こある。経済的1こ

は、「私育財産」を重視すること、社

会的には、家族が社会を構成する重

要な役割を果たしてきたこと、であ

る。

　しかし、近年、これまでの家族主

義の崩壊が進み、児童の福祉1こ多大

な影響を与えている。また、現世の

苦難は来世での幸せを約束する、と

いう為政者や上流階級1こは都合のよ

い信仰が根強く浸透しており、他人

の不幸にそれほど同楕しないという

社会風潮があり、これらが台湾にお

ける福祉活動の大きな妨げになって

いる。

　児童福祉法は1973年に制定された。

12歳来満の者を対象にした具体的な

サービスは、児童教育、福祉サービ

ス、司法保護の各種に及ぶ。福祉サ
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世界の児童と母性

に大きな問題になっています。子どもの数が減るこ

とによって、子どもの成長発達に大きな影響がある

……
t．そのほかに、将来の日本社会の活力にもつな

がるということでも問題になっています。他の国々

ではどうでしょうか。

張　台湾でも、やはり子どもの数の減少という問題

が出てきていますね。例えば、シンガポールでは出

生率の低下に伴って、家族計画キャンペーンをこれ

までの2児政策から3児政策に変更されたようです

が、台湾でも人口が減るのは大変な問題で、例えば、

単純労働は外国から来る労働者に頼るようになって

きています。この単純労働者は、外国からの不法入

国者が多いのです。いま、台湾の失業率は1．5％で、

ほとんど失業者はいないといってもいいくらいです

から、いかに外国からの流入者に頼っているかがお

わかりいただけるはずです。

黄（楚）　シンガポールでは、現在8人の子どもで

1人の老人を養っていますが、2、30年後には、3

黄楚敏氏

人の子どもで1人の老人を養わなくてはならなくな

ります。そうなれば、子どもたちに多くのプレッシ

ャーを与えることになるでしょうね。

　一般家庭の場合でいうと、子どもの数が減ると、

両親の子どもに対する期待は、子どもの数が多いと

きに比べ大きくなるでしょう。また、子どものほし

がるもの、例えばおもちゃなどですが、そのような

物質的なものを親は子どものほしがるだけ与えるこ

とができるようになります。それが将来、別の悶題

を生み出すことになるかもしれ．ませんね。

　さらに、女性の社会進出が進めば、子どもたちは、

、，、巡1、、。、、．1、、、1‘11、、、川、、、i：11‘1‘1訓。ll、、、、、、、bttbll、、、、、、、、、、ltLl、、1川1、、川1‘1、t、、、1‘1‘1‘1、1‘IIII｜、i…、川、，胴1111、，ll川．．，、、、、、、、，、、、‘1‘1‘1川川…1、IIII澗・・川‘1‘1…11・・・・・・・・・・…ll‘1‘1‘1‘・11・・・・・…r川””1　INFORM酊ION

一ビスの主なものとして、崩壊家庭

への援助・カワンセリンクなどの支

援的サービス、低所得者の子どもへ

の給付金・衛生保健などの補完的サ

ービス、居住施設保護、里親養護、

養子縁組などの代替サービスがなさ

nている。近年、キャリアウーマン

の増加に伴い、保育所の需要が増大

してきている。

　台湾における児童の生活をみてい

く際に、近年の台湾経済のめざまし

い発展の影響を見逃すわけにはいか

ない。好調な鏑出に支えられて労働

者不足をきたし、若年労働者の都市

集中、核家族の増加は著しい。さら

に、既婚女性の就労率は年々上昇し

てきており、その率は1988年で46．2

％にもなっている。

　このような状況から、共働き家庭

が増加したため「カギっ子」が多く、

子どもに対する親のケアが十分でな

いという問題も出てきている。さら

に、児童虐待の増加、単親家庭の増

加という問題もある。また、数年前

から、青少年の非行も深刻な社会問

題となりつつある。その他、経済的

な安定、上昇志向が大変強く、よい

1±事につくためによりよい教育を、

ということで、教育が子どもたちに

並々ならぬプレッシヤーを与えてい

る。

　以上のような問題に対応するため

に、最近は親子関係の改善、崩壊家

庭への援助、カウンセリンク等によ

る家族の強化に重点がおかれてきて

いる。
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社会的な行動様式を、両親よりもむLろ彼らが日

常生活のなかで出会う人々から学んで．いくことにな

ると思いますね．

望みは親との心の通った会話

秋山　4力国とも、子どもたちにとっては大変厳し

い生活環境のようですが、そのような環境のなかで、

子どもは家庭や親に何を望んでいるのでし：うか．

朴　まず、f’どもたちが考えていることは、両親と

話す時間をもっとほしいということてす，父親は帰

宅するのが夜遅く、子どもも朝早く家を出るので、

子どもが両親と話す時間はほとんどありません．両

規が働いている場合は、なおさらで．す。統計による

と、」7．どもか両親と話す時1｝｝］は、1Hに2、3分、

少ない場合は］nに獅少から20秒という有様です，

毎日会社で長時間働いている父親の週末はどうかと

いうと、会社の接待あるいは友人との外出で、週末

も子どもと話をする時間はありませんtt

　子どもと話すことは、特に小学校4年生から5年

生にかけての人格形成の時期においては重要なこと

だと思われているにもかかわらす、そこの部分が欠

けているのが現状なのです、

黄（素）　私は、子どもたちはもっと自Iliを与えて

ほしいと思りていると考えます．．

　私がかかわっているデイ・ケア・センターの．ブど

もたちのことばを紹介したいと思いますが……＝6

歳の一∫・どもは’私は自分のやりたいことをしたい二

したくないことを無理やりさせられるのは妻子きじゃ

ない．と言っています，もうひとりの子は「食べた

くないものを無理やり食べさせられるのはいやだ‘

と言っています，1けれども、私には選択の余地はな

い．どっしてかというと、大人は何かいいのか．って

ことを知っていると思いこんているから＝お父さん

もお母ざんも先生も、ときどき、私たちのことを全

然信頼してくれないし、私たちの言うことを信じて

もくれない＝両親は私たちと遊んでくれない」とも…

㎡

ヨ

　私は職場で多くの問

題行動を抱えている子

どもにかかわっていま

すが、彼らの最大の願

いは、両親が仲良く一

緒にいてくれるという

ことです，ですから両

親と．．’緒にいたい、あ

るいは自分を認めても

らいたいがために、問

題行動を起こすとも言
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ttます

張ある調査でわかったことですが、チど’もたちは、

自由や、自分のやt）たいことができることを望んで

いる、という結果が出ています　しかし、やはリ子

Yもはr一どもだと思いますから、そこには、両親の

指導が必要になってくると思いますね，

李（慶）　ある新聞で1⑪歳から］4歳の中学生を対象

に調査をしたら、その子どもたちの多くは両親は自

分を愛してくれているL、自分のことを気にかけて

くれていると思っています／tしかし、両親は自分を

理解してくれていない、と答えたi：どももたくさん

いました、この答は、両親との本当の会話、つまり

お互いに相手が何を考えているのかをわかりあい、

そのうえでいろいろなことを決めていくことが大事

だということを示しているのではないかと思いますね．

　もうひとつの望みは、仲間から受け人れられるこ

と、だと思います。自分に自信がないと、例えば仲

間から麻薬や覚醒剤をすすめられたら、それに従っ

てしまうでし．：う。で

すから、仲間から自分

が受けλ、れられるため

のカウンセリングなど

も必要になってくるの

ではないでしょっか、

込山　家庭内暴力が理

由で私たちの施設に2

年間いて、家庭に戻っ

たfどもがいたのです

が、また家庭内暴力を

　　　　　　　　　　　　　　　世黒7．児盾と母首

繰り返したのです．そのときに、両親は、養育と治

療は別のものとして考えている、「治すのは先生の仕

事だ」と言うんですね．養育機能の低下というので

Lようか，親子の関係をこのようにとらえている親

かふえてきているのではないでしょt．）か．

黄（素）　皆さんに、6歳の2人の子どもが描いた

絵をお見せしたいと思います，2人とも両親と一緒

に、楽しそうに何かをしている場面を描いています

ね．この絵から、両親と一緒にいる、あるいは家族

みんなで楽しいことをいっしょにすることを望んで

いるこヒかおわかりでLよう　i二どもたちか望んで

いるのは、自由だ：ナて’はない、ということでしょう

自由、自主、自立の夢を

秋山　地域社会や家庭での子ともたちの生活状況べ・

希望はわかりましたか、児童福祉施設の子どもたち

はどんな希望をもっているのでしょうか．

李（慶）　私の施設には3｛｝人の養護児童と80人の脳
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込山稔氏

性マヒの子どもがいますが、養護施設の子どもたち

はいつも集団行動をしているので、彼らの望みは、

まず自由がほしいということだと思います。それは、

お金を自由に、自分の思い通りに使いたいというこ

と。さらに、施設のなかで自分一人になれる時間が

ほしいということです。

黄（楚）　子どもたちに直接聞いたわけではありま

せんが、子どもたちは一般的に施設で暮らしたくな

い、と思っているでしょう。と言いますのも、施設

の職貝の離職率が大変高く、子どもが職員との信頼

関係を築きあげたときには、職員が交替してしまう

という状況だからです。さらに、施設の設備もきち

っと整っていないからです。プールが併設されてい

るようなところはほとんどありません。ですから、

私たちソーシャル・ワーカーは、可能なちば在宅で

ケアしたいと思っているのです。

朴　私たちの施設には60人の子どもがいますが、子

どもたちが一番望んでいることは、やはり自由な時

間がほしいということです。施設で何かをするとき

はいつも団体行動です。朝、決められた時間に起き

て、揃って掃除、学校の行き帰り、遊ぶとき、食事、

入浴……。ですから、施設内で自分一人になって自

分のことを考える時間がほしいのです。施設にいる

高校生を一般家庭に住まわせたことがあるのですが、

その子どもが言っています。「施設で組織的、集団的

に生活するよりも、一般家庭で自由時間をたっぷり

とって、自分でやれたことが非常によかった」と……。

　2番目には、施設にいることの劣等感があげられ

ます。施設に対する社会的な偏見がいまでもありま
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韓国

　朝鮮半島のほぼ南半分を占め、面

橿9万9瓠人口4，300万人の国

である。1960年代から推進してきた

人口政策と家族計画事業が定着し、

18歳未満の児童人口は、1980年度

15，621千名（全体の41％）、1990年度

13，677干名（全体の32％）となってい

る。2000年代には全体の26％まで減

少すると予想されている。

　児童福祉行政は中央政府に保健社

会部（日本の厚生省）児童福祉課、

地方自治団体に家庭福祉課を設けて

管掌している。所管法令として、児

童馴ヒ法（1961年）、　養…彊負目馴法

（1976年）、　嬰・幼児保E｝ii（1991年）

が、関連法令として、生活保護法、

医療保護法、田子保健法、｛B子福祉

法が施行されている。その主要施策

の基本方向は次の通りである。

①要保護児童の保護

・ 要保護児童の発生予防と保護

・ 要保護児童の健全家庭保護制度

・ 福祉施設運営の充実

・ 施設児童の自立支援強化

②一般児童の健全育成助長

・ 子どもの愛護思想の高揚

・ 児童相談機能の拡充

・児童危害環境の除去

・児童専用施設の拡充

　児童福祉施設の種類は、◎受容保

護施設、②専用施設、◎保育施設の

3種類に区分されている。

①受容保護施設

　→没児童は一時保護施設、嬰児施
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世界の児童と母性

すから、子どもたちは自分が施設にいることを隠そ

うとします。どのようにするかといいますと、彼ら

は学校の友達を決して施設には連れてきません。

　3番目には、一般家庭の子どもが自然のうちに学

べることが学べないということ。例えば、親戚の人

たちと一緒にどこかに出かけるとか、親戚が一同に

会して食事をするという機会には恵まれません。で

すから、社会慣習や人とのつきあいの体験が不足し

ています。ただ学校と施設との問を行ったり来たり

しているだけです。

込山　そうですね。社会的体験が不足しているだけ

に、子どもたちは社会人としてのいいモデルを求め

ているかもしれません。私どもの訓練校ですべての

資格を取得して、卒業後訓練校のスタッフとして活

躍している者がいるのですが、施設に来たばかりの

子どもから、よく聞かれるのです、「本当にあの人が

施設にいたのですか」と……。施設にいることによ

って、将来へのいろいろな可能性がもてないと思っ

朴容澤氏

ているのです。努力をすれば将来への可能性がある

という意味で、卒業した者の活躍する姿はいいモデ

ルになっているのだと思いますね。

朴　ですから、私たち施設にかかわる者に与えられ

ている課題、つまり施設で何をしていくかというこ

とは、施設にいる子どもが自分で自分の生活や行動

を決める機会をふやしていくことでしょうね。例え

ば、私たちの施設でもキャンプや運動会などの行事

がありますが、そのようなときは、バスを貸切りに

して、子どもたちを一緒に連れていくことはしませ

ん。子どもたち一人ひとりにお金を与えて、現地集

‘‘川川IM）ltlllllllUl‘111‘tll‘川IIIII刷｜川川1｜IIMIIIIn
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設、育児施設、職業補導施設、教護施

設、自立支援施設に、それぞれの年

齢と保育状態によって保護される。

障害者（韓国では障碍人）は障碍人福

祉施設に、田子家庭は田子福祉施設

1こ保護している。福祉施設は、社会

福祉事業法による非営利法人が運営

し、政府が生計保護、医療保護およ

び教育保護に必要な費用全額を支援

し、施設運営費（全体のao～20％）を

法人自体が負担している。

　受容児童の現況は、1990年12月末

現在、嬰児施設28ヵ所2．388人、育

児施設223ヵ所20．14ア人、職補施設

7ヵ所444人、教護施設7ヵ所417人、自

立支援施設3刀所54人となっている。

②児童専用施設

　児童専用施設は、国家と地方自治

団体が設けるように法的に規定して

いる。（子ども公園、遊ひ場、児童会

館、野営地、体育館など）

◎児童保育施設

　O歳～就学前児童（5歳）を原則と

する。施設の保育能力によっては、

小学校低学年児童も戻育可能である。

法定公休日を除き、年中、1Eヨ12ee

間の保育をする。低所得層の児童は

保育にかかわる経費の全額を政府が

支援し、一般児童は保護者が負担す

る。1990年12月31日現在の保育施設

数と保育児童数は次の通りである。

・ 国・公立等政府支援保育施設

　360ヵ所、25，000人

・ 民間保育施設39ヵ所、1．500人

・ 職場保育施設20ヵ所、1，000人

・ 家庭保育施設1，500ヵ所、20，000人
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合というようなやり方で、自分で考え、自分で行動

していくことを身につけさせたいと思っているので

す。

込山　それは大変重要なことですよね。私たちの施

設でも、社会的自立という観点から、一人につき月

2万円を渡すことによって、金銭トレーニングをし

ています。その2万円は銀行に振り込まれ、子ども

たちは自分で銀行に行って、おろすのです。

　さきほど、一人になる時間を望んでいるというお

話がありましたが、これは部屋の問題にもつながり

ますね。私たちの施設では、1年目は2人部屋、2

年目からは個室に一人で住まわせるようにしていま

す。ほとんどの子どもが、私たちのところに来る前

の施設では、1部屋で4、5人が生活していたようです

が……。

　そのほかに、社会的自立という意味から、職業訓

練のプログラムでは、最終的にライセンスを得られ

るように、厳しく子どもたちに教えています。その

かたわら、子どもたち全員が通信教育を受けており、

3年間の職業訓練を終えると同時に、高校卒業の証

書ももらえるようになっています。そのほかにも、

危険物取扱責任者やボイラーや溶接といったライセ

ンスを得ることができます。子どもたちは3年間一

生懸命勉強しなければならないので、かなりつちい

と思いますが、それが終わってライセンスを得たと

きの目標達成感は非常に大きいようです。子どもの

自尊心を引き出したり、達成感を満たしてやること

も大切だと思いますね。

　施設を巣立った子どもたちの結婚式に呼ばれて出

20

席したことがありますが、やはり子どもたちが一人

前の自立した大人として社会に巣立っていくのは、

私たちも非常な満足感をおぼえますね。

　日本には530の養護施設があります．養護施設の

子どもの高校進学率は40％しかありませんが、職業

訓練の制度を設けたらいいと思いますね。

秋山　ふたりの施設長の方が私たちの施設は自由だ

と言われましたが、施設のなかではどういう規則を

お持ちですか。厳しい規則はありますか。

李（慶）　私どもの施設は、朝6時半に起床し、身

仕度をして、学童児は学校に行きます。下校してか

らは、勉強をしたりします。洗濯と掃除も自分たち

でしなくてはなりません。それも常にグループです

るようになっています。

　さきほど団体行動の短所がでましたが、グループ

で行動することによって、生きていくうえでの基礎

となる人間関係を学べるのは、施設で生活すること

の長所ではないかと思います。施設内ではいろいろ

な人と一緒に生活しているわけですから、感情的な

問題もあると思います。それらを自分で解決しなく

てはなりませんし、他の人に対する配慮というもの

も学ばなければなりません。このようにして行動基

準を自分でつくりあげていくのです。片親家庭など

では、人に学ぷ機会が非常に少ないので、施設の生

活でそれを学べるということは、よいチャンスでは

ないかと思いますね。

子どもの声を聞くために

秋山　この座談会の目的のひとつは、施設児童の希



望や不満がどのような手続きで大人に伝わり、改善

されているかをみることですが、その点はどうでし

ようか。

李（慶）　私の施設では、意見箱というものを設け

て、できるだけ子どもたちの意見を吸い上げるよう

にしています。子どもたちは、その箱に自分の意見

を入れることができるのです。例えば、そこで上が

ってきた意見に、お金をもっと自由に使いたいとい

うのがありましたが、それをできるだけ取り入れた

形で改善しました。

黄（楚）　これは学校に勤務している友人から聞い

た話ですが、年長の子どもがそこのプログラムにい

つも文句を言っていたそうです。それは、プログラ

ム・アシスタントがこうしなさい、ああしなさいと

言うが、私たちはそういうふうに命令的に言われる

のはいやだ、というものです。そこで、職員が会議

でどのようにしたらいいかを話し合い、その結果、

毎日子どもの役割を代えて、子どもにもプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児竃と母性

・アシスタントをやらせることにしたそうです。そ

して、実際にやってみたところ、まず、職員も年長

の子どもも、双方とも指図をされるのはいい気分で

はないということがわかりました。さらに、子ども

たちが気づいたのは、自分がプログラム・アシスタ

ントになったときに、そのプログラムをきちんとこ

なしていくには、職員と同じように、他の人にああ

しなさい、こうしなさいと指示することも必要だ、

ということだったのです。これは、大変貴重な経験

だったのではないでしょ5’か。子どもにとっても職

員にとっても・・…・。

秋山　職員の話が出ましたが、子どもの声を聞くた

めに職員はどう対応していますか。

朴　私の施設では、問題が起きた場合、まず保母に、

子どもの声の聞き役とその解決を任せます。そして、

その保母が能力的に解決できないときに初めて施設

長がかかわるのです。どうしてこのようにしている

かと言いますと、トップの者が細かいことひとつひ
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シンガポール

　マレー半島の南端に位置し、国±

面積600㎞k人口260万人の多言語多

民族国家である。そのため、それぞ

れの民族がもつ独自の文化、宗教を

背景とし、なお国家としてのまとま

りを保つために学校教育制度にバイ

リンガルシステムを導入し、田国語

のほか共通言語としての英語の修得

にも刀を入れている。

　政府の持ち家政策により、国民の

持ち家率は80％を誇り、これはアジ

ア地域だけでなく、欧米を含めた先

進国のなかでも上位を占める。限ら

れた国土での持ち家率の増加は、現

実には宅地化、高層化である。それ

が若夫婦の両親からの独立を可能と

し、結栗として従来の大家族制から

核家族へと家庭形態を大きく転換さ

せると同時に、児童の遊び場の減少

を招いている。

　一方、自然資源がないので、国家

として継続していくための重要な人

的資源として、女性の社会参加が近

年急速に進んでいる。こうした状況

のなかで、児童は家庭において以下

のような問題に直面している。

①カギっ子の増加……学校は2部制

で、児童は午前または午後のいずれ

かに学校に行くeつまり、授業のな

い半日は家族またはその代替者によ

る保護を必要とする。しかし、上述

した状況により、田親、祖父田がそ

の養育機能を果たせなくなっており、

高層ピルのカギっ子が増えている。
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李培根氏

とつにかかわっていると、子どもが保母に対する信

頼感をなくしてしまうと考えるからです。

李（培）　私たちの場合は、子どもたちの声を直接

に聞く、というのではないのですが、現場にいて子

どもに一番近いものたちが話し合う、ということを

心がけています。私は1979年から1986年までシンシ

ェプという施設にかかわっていましたが、そのとき

は、施設の職貝たちだけ、例えば保母だけとか、あ

るいは保母と生活指導員とが議論をするという、定

期的な集りをもちました。それは、各地域ごとに開

き、施設職員セミナーという形で行いました。そこ

で、例えば夜尿症や家出の問題など、その成功事例

をあげたりして、お互いの経験を交換するのです。

問題を解決するために、われわれの経験を大事にし、

それを共有することから、多くを学ぷことができま

した。いま、振り返ってみて、経験を共有すること

はいいことだと思いますね。

李（慶）　子どもの声、ということからはちょっと

離れますが、スタッフに関して言えば、毎週、施設

内のあらゆるスタッフが参加できる会議があります。

そこでスタッ7は自由に意見を言うことができます。

そしてそれを基にして、いろいろなカリキュラムが

組まれるのです。

子どもが参加する集会の意義

秋山　これまでは、施設として子どもたちの意見を

どのようにして聞くかということでしたが、国レベ

ル、あるいは社会的な流れとして、子どもの声を聞

くための制度や集会などはありますか。
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②親子間コミュニケーションの量的

減少……鶴親の社会参加により、児

童が田親と接する機会が物理的に少

なくなっている。このことは、Eヨ頃

児童が抱えている悩みなどを親に十

分に訴えることを以前よりむずかし

くしている。

◎安心して遊べる場所と機会の減少

……宅地化、高層化により遊び場が

減少すると同時に、保護者が自分の

目の届かない戸外で児童を遊ばせた

がらないことや、共働き家庭1こおけ

る時間的制約等により、親子が安心

して遊べる場所と機会の確保がむず

かしくなっている。また、田親が家

庭にいる場合においても、親が児童

1ことっての遊びの重要性を理解して

いなかったり、学校教育制度のなか

で遊ひより学科の勉強を優先させた

りする場合、児童は激3磯会、遊び

を通して知る喜びから遠ざけられる

こと1こなる。

〔学校における児童〕

　教育制度は当初、国の経済発展を

担う児童一人ひとりの能刀に応じた

教育を効粟的に提供するために導入

された。しかし、各段階での試験（ス

クリーニンク）の結果による各コー

スへの振り分けは、両親の「よい〕

一ス」「よい高等教育」を自分の子ど

もに与えたいという遇剰なまでの強

い期待を生み出し、多くの児童に絶

え間ない緊張を与えている。

　特に注目すべきことは、学習意欲

があるにもかかわらず、ある段階の

スクリーニンクの結果に基つき、不
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世界の児童と母性

　日本には大変興味深い事例がありますね、子ども

が参加するもので……。

込山　4年前に始めた養護施設高校生交流会ですね。

毎年1回、日本全国の養護施設から高校生の男女が

参加して、施設での生活、自分たちの未来などについ

て話し合い、意見を出し合うというものです。あると

きなどは、150人の高校生と50人のスタ・／フが話し合

いをもちました。いまでは、厚生省もこのプロジェク

トを評価しています。そこでは、例えば病院にかか

るにはどうしたらいいのか、住所を変更する場合に

はどうしたらいいのか、といった社会常識を知らな

いことが多いという問題が、子どもたちから出てい

ます。社会人として自立するという点からも、施設

としていろいろ考えていかなければならないことが、

子どもたちから出されたのです。

張　二つの事例を知っています。一つは、1989年に

子どもたちが参加して開催された模擬国会です。42

人の小学校高学年の子どもたちが参加しました。彼

李慶昌氏

らは、そこで児童福祉施設や政策について意見を述

べたのです。自分があたかも厚生省のお役人や行政

官になったつもりで……。彼らがまず声に出して言

ったことは、彼らを取り巻く環境が非常に悪化して

おり、それが進むことを恐れているということでし

た。さらに、彼らが最近問題として受け止めている

のは、児童の誘拐、次がゲームセンターなどで長時

間を過ごす子どもたちの増加でした。さらに、議会

で議員同士がつかみ合いのけんかなどをすること、

でした。

　その他にも、子どもたちは非常に建設的な意見を

，11：‘‘‘‘‘‘bE‘r‘lu‘‘‘‘‘bbl，‘1‘ebt，1‘‘‘‘1ト‘‘‘‘‘‘‘1‘ll＋1‘‘‘‘‘‘‘IMUIIIHtM｛tUIIIIMIII‘1‘1‘blLllil＋li‘‘‘‘‘‘1‘）libMl‘‘IIIIIill‘｜‘II｜lll｜lll｜MILIIIIIInPMNIIIIIIIIilll‘‘‘‘11i…1｜11111111“‘1‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘111‘1‘‘‘‘‘‘1‘11t‘1‘‘‘‘‘‘‘1｜‘1‘1‘1‘111‘1‘‘‘1‘，　［NFORMATION

本意な進学をした児童である。彼ら

は，学業q⊃心の教育制度のなかで、

ともすれば将来の∈ヨ標を見つけられ

す、“登るU」もなければ、涼ぐ川もな

い”地理的条件のなかで無為に時を

遺こしがちである。また、スポーツ

や芸術などの文化的素養に優れた児

童も、その素貫を伸ばす機会を学校

教育・社会のなかで十分に与えられ

ていないのが現状である。

　このように、学校教育のなかで問

題を抱える児童に対して、主に民間

社会福祉団体が援助の手を差しのべ

ている。

〔地域における児童〕

　前述した状況のなかにあって児童

の健全育成を支援するために、地域

のなかではチヤイルド・ケア・セン

ター（以下・センター）が積極的な

活動を行っている。その役割は、◎

共働き家庭の乳幼児の保育、②共働

き家庭の学童の授業のない￥日の保

育・遊び場の提供、③乳幼児・学童

をもつ田親への交流の場の提供およ

ひ遊びの重要性に関する理解の促進、

④動く田親を対象とした子育てに関

する相談・交流の機会の提供（夜間）

と多岐にわたる。

　こうしたセンターの活動は、政府

にもその重要性を認められ財政面で

援助されている。臭体的には、各郡

1刀所のセンター設立を目標とし、

非営利団体による設立には1刀所に

つき4．000シンガポールドルが補助

金として支給され、保護者の利用料

負担を軽減している。
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黄素蛾氏

述べています。例えば、環境をもっとよくすること、

子どもの日を国の祝日にしたらどうか、健康を守る

ためのヘルスケア・デーを設けたらどうか、下水道

設備や食品販売などの衛生管理をもっときちんとす

べきではないか、遊び場をもっとゆったt）したもの

にすること……。そして、子どもたちの声を聞くた

めに、一日かぎりの模擬国会ではなく、機関として

永久的につくるべきではないか、という意見も出さ

れたのですcそしてこの集まりの後、大学教授たち

が集まって、子どもたちの出した意見をどのように

具体化していくかで話し合ったのです。

　もうひとつは、総理大臣に意見具申をするコンク

ー ルを行い、それをまとめた本が出版されたことで

す．，

朴　韓国の場合、子どもの意見を吸い上げるための

制度、組織としては、二つ考えられます。ひとつは

政府が組織化したもので、もうひとつは民間による

組織です。政府の組織委員会としては、区ごとに設

けられた児童委員会がありますが、一｝・分機能してい

るとは言えませんね。だた、期待できるのはポーイ

スカウト、ガールスカウトや青少年連といった団体

でしょうか、．これらの団体は青少年が主体となって
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参加するものですから、その組織を通して、子ども

の希望や声が実現していくと思います。

大人を見る子どもの眼の確かさ、

健全さ

秋山　最後になりましたが、子どもたちは社会や大

人をどのように見ているのでしょうか。そして、大

人や社会に何を期待しているのでしょうか。

李（培）　今回日本に来る前に、子どもたちを対象

にアンケート調査をしたのですが、それによると、

子どもたちは、大人を二面からとらえているよっで

す、肯定的と否定的な両面で……。否定的なとらえ

方としては、幼稚園と小学校の子どもは、大人はお

酒を飲み過ぎる、たばこを吸い過ぎると見ています。

中学、高校生になると、大人の保守性を否定的にと

らえ、これが世代間の差を生じさせる原因になって

いるとしています。さらに、あれをしろ、これをし

ろ、と、いろいろと子どもに干渉するということで

すe一方、肯定的な目としては、幼稚園児、小学生

は、大人は自分たちが希望していることをすべて実

現してくれる、と見ています。中学、高校生は、わ

れわれのために大人は一生懸命頑張っているし、犠

牲にもなっている、と見ています。

　さらに、子どもは、自分が一番満足するときは、

誰かのために何かをやってあげるときだ、と言って

います。これらをみてくると、われわれの未来は明

るいのではないかと思いますね。

　私は、子どもたちの希望を大人に伝えるにはいろ

いろな方法があると思いますが、まず、大人が子ど



もの意見を聞くという姿勢が必要だと思いますね。

　1988年に改正された児童憲章や1990年5月29、30

日に行われた子ども人権宣言の目的は、大人が子ど

ものために何をやってあげるかということだったと

思います。そして、結論として申しあげたいことは、

わが国の児童憲章や子ども人権宣言がわれわれの明

日を築く礎となり、われわれの未来を明るくしてく

れる子どものために、いま大人が何かをやってあげ

たいという気持ちをもつことが大切だ、ということ

です。

張　子どもたちが大人に望むことは、大入が二面性

をもたないことではないでしょうか。大人は、とか

く子どもに正直でありなさい、などと言いますが、

自分自身では嘘をついたり、あまり正直ではない…一一一。

価値観の二面性というか、本音と建前をやめてほし

いということです。子どもたちは、そうしたことで

本当に傷ついているし、ある意味では、健全に育つ

ことを妨げられ．ているとも思います。ですから、子

どもたちの希望は、大人が子どもに対して、こうあ

ってほしいと望むことを、大人が身をもって実行す

ることだと思います。

李（慶）　そうですね。大人は子どもにこういう人

になりなさい、とよく言いますが、自分がなれない

ような人になりなさい、などと言わないことです。

自分の夢を子どもに託すという形で、自分では果た

せない夢や希望をかなえようとするのは、よくない

のではないでしょうか。

　さらに、子どもたちは、安全な世界、つまり戦争

などの危険のない平和な世界を望んでいると、私は

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

思います。そして、緑のいっぱいある世界…・・。

黄（素）　私が思うには、子どもが大入に対して期

待していることは、まず、子どもに対して過度の期

待をせずに、リラックスしてほしいということです。

第2は、大人の価値観を押しつけ、大人が望むよう

な子どもにしようとしないで、ということ……。そ

して第3は、子どもを人格のあるひとりの人間とし

て尊重することだと思います。

黄（楚）　黄さんが言ったこととほとんど同じです

が、子どものペースに合わせて、それを受け入れて

ほしいということ、つまり、子どもの成長発達のペ

ー
スですね・…・・。もう一つは、単に学力面だけでは

なく、例えば芸術に関する能力や運動能力などがあ

った場合に、それを伸ばしていく社会のシステムを

つくりあげてほしい、ということだと思います。現

在、シンガポールでは、そういう面が大変限られて

いると思います。

李（培）　「もっと光を」ということばがあります

が、それにかけて言わせてもらいます。子どもたち

の望んでいるのは、「もっと、より深い愛情を」……。

それは、両親からの愛情、学校の教師からの愛情、

地域社会からの愛情、そして国家からの愛情だと思

います。

秋山　本日はすばらしい会合をもつことができまし

た。ありがとうございました。

　この座談会では共通の言葉として主に英語が用いられまし

たが、話が熱を帯びるに及んで、韓国語、台湾語、北京語、日

本語もとび出し、文字通り国際的な多彩、多様な座談会とな

　t）ました。けれども、その内容は正に「アジアはひとつ1「子ど

　もたちの願いは同じJというのがオプザーパーの感想です。
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嘲読会」での心の通い合・い
少年たちとともに

特
子どもの眼・子どもの声

　　児童福祉施設から

　　　　　　　　たに　　まき　’）ta

縫道家麟糠谷昌恒

　はじめに

　誰も自分のことを構ってくれない。誰も自分の本当の

気持ちを理解してくれない。少年たちはそうした孤独な

思いを噛みしめています．私たちにとっても、形に現れ

た少年の非行は問題ではないのです．．

　どうしてそのようなことをしたのか、せずにはいられ

なかったのか、少年たちの内側の心を見据えたいと思う

のです。眼を自分自身の内なる世界へ向けるために、私

たちは朗読会を開いているのだということを、少年たち

も十分に承知しているのです。学業の振わない子、自信

を欠いた子も、高い壇に上がって、自ら綴った作文を読

むのです、これは大変なことなのです、

　毎月】回、各寮から1名ずつ登壇することになってい

ますから、1カ月近い準備期間があります。しかし、あ

らかじめ用意していた草稿をすてて、前日にたまたま牛

のお産に立ち会って、その感動の体験を発表した少年も

いましたu平均1年半の在校期間中、登壇回数は約3回、

1人ひとりの着実な心の成長を十分な手応えとともに、

聞き取ることができます．

　朗読会での教師の応答は、少年たちが自分の作文をし

っかり聞いてもらった喜び、まともに受け止めてもらえ

た満足、具体的な回答を与えられた充実感を伴うもので

なければなりません。教師は日頃から子ども1人ひとり

をよく見ていることも必要です。私たちの誠実な応答が、

少年たちの真剣な取り組みを引き出すのです．内的世界

への畏敬、根底におかれるものは祈りに近いものだと思

うのです．

　北海道家庭学校は1914年の創立で、当時は感化院

と呼ばれていました。感化院の呼称はのちに教護院

と改められましたが．私はいまでも感化という言葉

に深い愛着を抱いています。私たちは慕わしい尊敬

すべき人に出会うと、あの人の感化を受けたいと思

います。昔を振リ返って、私の生き方、感じ方はあ

の人の存在を抜きにしては考えられない、あの人の

感化なしにはいまの自分はありえないなどとも言い

ます。人と人と深く触れ合って生きる，これを感fヒ

と言うのです。自然もまた人開に深い感化影響を与

えます、430町歩という広大な敷地をもつ本校は、そ

んな自然をふんだんに取り入れた学校を創りたいと

いう．創立者・留岡幸助の強い願いによって開かれた

森の学校・校舎と寮舎のひとつ
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ものです。一帯は深い森です。美しく、厳しい自然

に溢れています。“森の学校。と人zaは呼んでいます。

家庭の愛に溢れ、学校の知恵に満ちたところであり

たいn校祖は校名にその願いを込め、夫婦の職員が

10名前後の少年と起居寝食を共にする寮舎形態を定

めました。職員の全生活を挙げての教育です。私た

ちの願いは、全人教育ということです。

　さて、森のなかには礼拝堂があります。教育の基

本は祈りなのです。目に見えないものに対する畏敬

の念を祈りと呼ぶのです。子どもが受験をすれば、

合格を祈ります。長途の旅に出るときは、無事を祈

ります。私たちは「人事を尽くした。あとは天祐を

祈るだけだ」とも言います。神や仏という超越的な

存在も、一寸先もわからない私たちの将来も、互い

に深くかかわり合って生きている相手の心のうちも、

目に見えないものです。疑心暗鬼と言いますが、目

に見えないから、惑い、疑い、不安なのです。目に

見えるものにではなく、見えないものに、私たちの

幸と不幸がかかっているのです。だから、信じるこ

とを学びたいのです。日曜日ごとに森の礼拝堂に集

まって、少年たちとその道理を学びたいと思うので

す。それは本校の教育のもっとも根幹をなすもので

もあります

　礼拝堂の講壇に立つのは、私ばかりではありませ

ん。少年たちも講壇に立つのです。それが、月に一

度、礼拝に先立って行う朗読会で、少年が自ら綴っ

た作文を読むのです。少年が次々に登壇して作文を

読み、教師が交替で講評をします。時にやさしく、

時にきびしく感想を告げます。

　朗読会のあとの礼拝は、私が全員に対して私なり

世界の児童と母性

の感想を述べることから始まります。朗読は少年た

ちの訴えであり、祈りでもあります。私はしばしば

胸を熱くして聞いています。聞いている少年もみな、

思い当たるところがあるのです。私の感想は当の少

年へ向けられたものであり、すべての少年の胸にあ

る、その思い当たる部分へのメッセージでもありま

す。

　　　母∫まぽぐが5歳のおhVごろ、ぽぐと父の二

　　　　　　　　　　　　ひt　　人の生活の「Pl：入ってきた女です。ぽぐSま　ig　t

　　めご飯を作ったり掃除をしてぐれたりする人だ

　　と悪っていました。2、3日たって、母さんに

　　なる人だと言われ、そのHず一っとぼくば自分

　　の部屋にいましたe

　少年の朗読は重い言葉で始まりました。少年はと

うとうその母親になじむことはせず、次第に非行を

重ねるようになりました。家庭はほとんど崩壊状態

です。その経過を少年は詳しく書き、このごろやっ

と家族で笑いながち話せるようになった、と文章を

結びました。

　　　5歳の君と15歳になった君とは違う。違わな

ければならないのです。小さな男の子のいる男の人

のところへお嫁にくることになって、その男の子の

やさしいお母さんになりたい、愛し愛されて、男の

子と仲良く過ごしたい、そう願わない女の人はいな

いと私は思うのです。しかし、君はとうとうその母

さんになつこうとしませんでしたね。母さんはどん

なにか情けない思いで過ごしてこられたことだろう。

　父さんは仕事が忙しくて、留守勝ちだったという。

しかし、妻と息子がどんな仲でいるか。たまに家に

帰ってくれば、いっぺんでわかるのです。ああ、息
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子の奴、また女房に楯ついて、女房を困らせている、．

一体、いっしょに暮らして何年になるというのだ。

もう少し何とかならないのか。父さんも辛かったと

思うのです。父さんの再婚という一つの事実があり、

君も苦しかったかも知れないが、父さん母さんも、

みな寂しい．切ない思いでいた。L5歳の君はそういう

ことが見えてこなければならないのです．　このご

ろ、みんなで笑いながら話ができて、うれしい、と

君は言いました。その15歳の分別を私はひどく尊い

ものに思うのです、

　　　日分の塚が体が弱いのば、ぽぐがとても悪い

　　ことをLたからだと悪います。θ分ばここで1

　　年8カメ∫生活して、母が少しつつ元気r：　rs・って

　　きたので、ここに来てよかったと思います。で

　　膓、ここrこ来ることH体ぱ悪いことをLて来た

　　のだかち、良いのか悪いのか．わからなくtJ’っ

　　てしまづ．

　多分に幼さを残した少年でした．首をかしげ、つ

かえつかえ読み続けました。思わず私もふき出して

礼拝堂
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しまうところでした。ぼくの母さんは駄日なことは

駄目だと言う、日本一の母さんだ、少年はそのよう

にも言いました。

　　　人間は心配ごとがあると身体が弱るのです、

君が悪いことばかりするから、母さんが病気になら

れたというのは本当だと思う．君は心から母さんに

お詫びをしなければならない、

　駄目なことは駄目とおっしゃる母さんが立派な方

だとわかったのは、君がこの学．校に来たからです。

駄目なことは駄目と言って、挺子でも動かない人は、

いっしょに暮らしているとしんどいものです、けち

で、頑固で、融通がきかなくて、息がつまるのです。

違いますか。だから、君はその母さんに反抗し、乱

暴までした。いま、君は母さんの一本気をしみじみ

尊いものに思うe母さん、これからもどしどしぼく

を叱ってください。ぼくが過ちをしないようにして

ください、と心から思えるようになった。うれしい

君の心の成長です。この席に君のお母さんがおられ、

君の朗読を聞かれたら、声をあげて泣かれたと．私は

思います，

　非行をおかした子、非行をおこす恐れのある子ど

もを収容保護するところが教護院ということです，

法令のうえではそうなっていますcしかし、集団生

活のもっている教育力、治癒力に期待して、最近は

いわゆる情緒障害と広く呼ばれている子、登校拒否、

自閉、校内暴力、家庭内暴力などの問題児が、本校

に送られてくるようになりました。

　入校後4カ月で登壇して朗読した少年がおりまし

た。学校集団不適応ということで入校してきた少年

ですtずけずけと遠慮なく仲間にものを言う態度は、



これが嫌われるもとなのかと思わせるものがありま

した。生産教育として、本校が全力を挙げて取り組

んでいる課題についても、ぽくがなんでこんなこと

をやらなければいけないのだろうと思った、とまこ

とにはっきりと言うのです。

　　　ここは教護院なので、悪いことをした人しか

　　入ちないところだと、ここに来る前∫ま思ってい

　　ましたが、いろいろな事情でここに入って来た

　　人もいるということを、ここに来てかちわかり

　　ました。

　　　君は在校4カ月とは思えないほどの落着きを

感じさせる人です。入校以来、君はみなと深い話を

する。大人の世界の言葉で言えぱ、身の上話という

のか、友だちと深い語らいを重ねてきたことがわか

ります。いいことだと思いました。どうかこれから

も、お互いの生き方からたくさんのことを学んでほ

しいと思います。

　家庭学校には一方的に悪いことをした人がいて、

もう一方にいろいろな事情のある人がいる、と君は

言いました。私の見方は少し違います。好き好んで

悪いことをする人はいません。いろいろな事情があ

t）　．追いつめられ、追いつめられるようにして罪に

おちたのです。そうではありませんか。この学校は

みんないっしょです。辛いこと、悲しいこと、苦し

いことがいっぱいあった。そういう人たちばかりな

のです。みんな同じなのです。

　ただ、私がいつも諸君と生活していて、これは少

し違うと感ずることがあります。自分は間違ってい

た、私が悪かったのです、自分のしたことは自分の

責任ですとはっきリ考えている人がいます。しかし

一方で、いくら話をしていても、自分のことが出て

世界の児童と母性

こない。父さんが厳しすぎた、母さんが冷たかった、

先生が意地悪だったなどと言う人もいます。誰かが

悪いのです。自分は悪くないのです。周囲のせいに

ばかりしてしまう人です。この違いは、特にこれか

らの諸君の歩みを考えるとき、とても重い意味があ

るように私には感じられるのです。

　ぽくは何も悪いことをしていないよ。それでもな

お、そう言って頑張っている人がいるかもしれませ

んね。先生や親に乱暴して、ちっとも悪いことをし

たと思っていない。先生や親が悪いと思っている。

とんでもないことです。諸君ね、人に心配をかけた

り、迷惑をかけたりすることも、実は大きな罪なの

です。人の痛みがわかってくると、そのことが納得

できるでしょう。私たちは独立した自由な人間です。

何をするのも勝手だと諸君は考えるかもしれません。

しかし、どうか親や先生を安心させてあげてくださ

い。そのやさしさを身につけてほしいと思うのです。

　r誘惑に立ち向かう」という題の作文を読んだ少

年がいました。振幅の大きな少年でした。頑張ると

きはすごく頑張るのですが、脱線を始めると、止め

ようがないのです。私たちはただはらはらして見て

いなければなりませんでした。

　　　ぽぐぱこの学校に来る前ぱ、すごぐ誘惑に貞

　　∫ナてしまいました。身分でもわかちないうちに、

　　悪いみちに引き込まれてしまい、どんどん悪ぐ

　　なりました。ぽぐの生～活ぱめちゃ苦茶でしたe

　こんな書き出しでした。警察や鑑別所には何回も

出入りをし、もう悪いことはしないと決心し、その

意志も弱く、たちまちまた誘惑に負けてしまう。少

年は無軌道に過ごした歳月を切々と綴りました。家
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庭学校に入っても、親や先生を恨むだけだった、と

言うのです。行動は改まらず、無断外出があり、車

の無免許運転があり、事故があり、車両の破損もあ

りました。私たちはさんざん振り回されていました。

車の弁償だけでも容易ではありませんでした。

　　　誘惑《こ立ち向か」ことiま勇気力fいります。　こ

　　こでの生活で勇気と宜信をつけたいと思ラ。

　一転して、少年は固い決心を述べました。むしろ

物憂い表情でいることの多かった少年ですが、こう

した強い決意表明の文章を読みました。私たちはい

ささか圧倒されて、少年の朗読に聞き入っていまし

た。

　　　君の決心を本当にうれしく聞いた。強い強い

決意、どうもありがとう。誘惑について私の経験を

話そう。誘惑の多くは、柔道や相撲の相手みたいに、

やあやあと真正面からかかってくるようなことはな

い。むしろ前から攻めてくれば、対抗するのも、撃

退するのも、却って容易なのかもしれない。何をと

身構えて、緊張して誘惑を迎え撃つことができる。

しかし、誘惑は横から、あるいは少し斜め後ろから、

ねえ君、・などとやさしく声をかけてくる。肩に手を

回し、顔をのぞき込み、ばかに親切そうな声を出し

て、どうしたの、今日はひどく悲しそうな顔をして

いるね。なに、先生に叱られた、先生はそんなひど

いことを言うの、それは無茶だ、それは先生が間違

っているよ、君が口惜しがるのは当然だ。などと訳

知り顔に、ぴたりと寄り添い、いつの間にかすっか

り仲間になってしまう。その人の言う通りだと思っ

てしまう。そうではないだろうかeだからこわいの

だ。手もなく相手の術中におちてしまうのだ。君の

固い決心をありがたいことに思う。私が私なりの経
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験を君に話したいと思ったのは、誘惑の本当の姿を

知ってほしいということ。いや、君自身、すでに知

っているよ。昔、たくさんの誘惑を受けたと言う君

なら知っているよ。どうか強い決心と、人生の知恵

とをもってほしいと思う。たくさんの失敗も正直に

話してくれた勇気をうれしく思う。勇気と知恵と、

昔から鬼に金棒という讐えがある。君、がんばれよ。

　　　易礎学≒彦ど∠り生活カボ長ぐなリ、　寮や学級で指導

　　的な役割をtθラようにをって、頼って∫ま「かりい

　　た自分力ξ人かち頼られる立場にをりまLた。

　このように感慨深げに述べた少年がいました。私

には、この少年の表現がひどくうれしく響きました。

　　　人に頼っている間は、私たちの不満や不平は

尽きないものです。ああしてほしい、こうもしてほ

しい、次から次へといろいろな願いが思い浮かぶの

です。しかし、人かち頼られる身になると、今後は、

いろいろな不平や不満をぷっけられる立場になりま

す。ああしろ、こうしろ、要求はきりがありません。

冗談じゃない。ぼくだって一生懸命やっているんだ

よ。そんなにわがままばかり言うなよ、そんなこと

ぜいたくだよ、と文句の一つも言いたくなるのです。

人間は立場が違うと、初めて物の見方、感じ方がい

ろいろだということがわかります。君はいま、人生

を教室として、大変大事な勉強をしているのです。

　嘩啄同機という言葉があります。殻のなかで雛が

鳴き、親鶏が外から殻を噛む。雛が殻を破って生ま

れ出るために、その機を的確につかむことが大切だ

という意味です。私どもの努力は、そこに集中する

のです。少年たちとの応答もそのことを目指したも

のと言えるでしょう。



第4回

全国養護施設高校生交流会を
終えて高wr交’…ft・・Stのゆ・え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふじ　　の　　ニう　いち
　　　　　　　　　　　　　醐こども学關賑藤野興一

特 集
子どもの眼・子どもの声

　　児童福祉施設から

　1．はじめに

　第4回全国養護施設高校生交流会は、1991年8月

11日から3泊4日の日程で、岐阜県高山市の国立青

年の家において開催されました。

　昨年の第3回京都大会以来、全養協主催となり、

さらに、今年の第4回岐阜大会は厚生省の後援をい

ただいて、全国26都道府県・88施設から165名の高校

生と80名のアシスタント職員が参加して、盛大に開

催されました。

　この第4回岐阜大会の詳しい内容につきましては、

いずれ主催団体であります全養協より、正式に報告

書および記録ビデオが出されますので、そちらに譲

るとして、第1回鳥取大会から主体的にかかわらせ

ていただいた者の一人として、この運動の流れを振

り返り、改めてこの運動の意義と課題、参加してく

れた高校生諸君の提起してくれた課題について考え

てみたいと思います。

　2．第1回鳥取×会開催の経緯

　第1回全国養護施設高校生交流会は、養育研究所

（美深育成園）と鳥取養育研究会共催、鳥取県と鳥取

県養護施設協議会後援で、1988年8月22日から3泊4

日の日程で、鳥取砂丘こどもの国で開催されました。

　主催者代表の木下茂幸美深育成園長と私の私的な

取り組みであったこともあり、8都道府県12施設から

25名の高校生と15名のアシスタント職員の参加で、

誠にささやかな大会でした。（鳥取県児童家庭課発行

の報告書参照）

　本交流会発足の意図は、①全国95％前後の高校進

学率の時代にあって、昭和48年に特別育成費が認め

られ、施設から高校へ進学する児童も年々増えたと

は言え、各種学校や定時制も含めて養護施設入所児

童の進学率は、やっと50％を超えたに過ぎず、依然

として40数％の児童が「15の春」に社会の荒波のな

かに放り出されている現実を打破する方途を探りた

いと考えたこと、②昭和53年以来の鳥取県における

「高校全入・18歳までの養護保障」の取り組みから、今

までの養護施設が何から何まで中学生までの施設で

あり、施設生活のリズム、職員の質等、養護施設そ

のものの自己改革が急務であると痛感したこと、そ

のためにも、施設生活の当事者たる高校生の本音に

耳を傾けたいと思ったこと、にありました。

　規模は小さくとも、6～7名の小グループに分かれ

ての3回の分散会、3回の全体会、海水浴、市内観光
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